
寒河江市上下水道事業管理規程第１号 

 

寒河江市上下水道課公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

令和６年３月２２日 

 

寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

 

 

寒河江市上下水道課公印規程の一部を改正する規程 

 

寒河江市上下水道課公印規程（昭和４２年水道事業管理規程第６号）の一部を

次のように改正する。 

第５条中「押なつ」を「押印」に改める。 

本則に次の１条を加える。 

（準用） 

第９条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、寒河江市公印

規程（平成１１年市訓令第４号）の規定を準用する。 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号を次のように改める。 

別記様式第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第３号を次のように改める。 

別記様式第３号 

 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 


